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第
一
節

南
北
朝
内
乱
と
鈴
鹿
郡

第
一
項

南
北
朝
内
乱
の
は
じ
ま
り

元
弘
三
年
・
正
慶
二
年(

一
三
三
三)

五
月
、
大
覚
寺

建
武
新
政
の
破
綻

だ
い
か
く

じ

統
の
後
醍
醐
天
皇
は
、
持

明

院
統
の
光
厳
天
皇
を
退
位
さ
せ
て
正
慶
の

と
う

ご

だ
い

ご

じ

み
よ
う
い
ん
と
う

こ
う
ご
ん

年
号
を
廃
し
、
六
月
に
帰
洛
。
い
わ
ゆ
る
建
武
政
権
を
樹
立
し
て
、
中
央

集
権
的
な
諸
政
策
を
断
行
す
る
（
図

。
と
は
い
え
、
拙
速
に
す
ぎ
る

）
73

改
革
は
、
公
家
・
武
家
双
方
の
反
発
を
よ
び
、
不
安
定
な
政
権
運
営
が
続

く
。建

武
二
年(

一
三
三
五)

七
月
、
北

条

氏
最
後
の
当
主
で
あ
っ
た
故
北

ほ
う
じ
よ
う

条
高
時
の
息
時
行
が
信
濃
国(

長
野
県)

で
挙
兵
し
、
鎌
倉(

神
奈
川
県
鎌

た
か
と
き

と
き
ゆ
き

し
な
の
の
く
に

か
ま
く
ら

倉
市)

を
攻
略
す
る(

中
先
代
の
乱)

。
こ
れ
に
対
し
、
鎮
圧
の
た
め
に
京

な
か
せ
ん
だ
い

都
か
ら
東
下
し
た
足
利
尊
氏
軍
は
、
八
月
、
鎌
倉
を
奪
還
。
だ
が
、
尊
氏

あ
し
か
が
た
か
う
じ

は
後
醍
醐
の
帰
京
命
令
に
応
じ
ず
、
建
武
政
権
に
反
旗
を
翻
す
。

、

。

後
醍
醐
の
命
令
で
足
利
尊
氏
の
討
伐
に
遣
わ
さ
れ
た
の
は

新
田
義
貞

に
つ

た

よ
し
さ
だ

建
武
二
年
十
二
月
、
駿
河
国

竹

下(

静
岡
県
駿
東
郡
小
山
町
竹
之
下)

で

す
る
が
の
く
に
た
け
の
し
た

、

、

。

の
激
突
は

足
利
軍
の
勝
利
に
終
わ
り

尊
氏
は
義
貞
を
追
走
し
て
入
洛

後
醍
醐
は
、
洛
東

の
比
叡
山
延

暦

寺

ひ

え
い
ざ
ん
え
ん
り
や
く

じ

に
避
難
す
る
。
山

上
・
山
下
の
攻
防

の
の
ち
、
建
武
三

年
正
月
、
後
醍
醐

方
の
北

畠

顕
家
軍

き
た
ば
た
け
あ
き
い
え

が
、
遠
く
奥
州
か

ら
後
醍
醐
の
皇
子

義
良
親
王(

後
村
上

の
り
よ
し

ご

む
ら
か
み

天
皇)

を
奉
じ
て
上

数
字
は
即
位
順

図

南
北
朝
天
皇
系
図

73
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洛
。
足
利
軍
は
破
れ
、
尊
氏
は
、
遠

く
九
州
ま
で
逃
亡
す
る
。

こ
れ
に
さ
き
だ
つ
建
武
二
年
十
二

月
、
足
利
方
の
吉
見
範
景
が
伊
勢
国
安

よ
し

み

の
り
か
げ

濃
郡
の
乙
部
政
貫
ら
を
率
い
、
後
醍
醐

お
と

べ

ま
さ
つ
ら

方
の
蔵
人
判
官
清
藤
の
軍
勢
と
同
国
久
留
部
山(

比
定
地
不
明)

で
衝
突

く
ろ
う
ど
は
ん
が
ん
き
よ
ふ
じ

し
、
の
ち
安
濃
津(

津
市)
へ
と
転
戦
し
て
い
る(

『
大
日
本
史
料
』
六
―

あ

の
の

つ

二
、
八
五
二
頁)

。
こ
の
間
、
列
島
規
模
の
大
行
軍
と
併
行
し
て
、
地
域

諸
勢
力
間
の
抗
争
が
各
地
域
で
展
開
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
た

い
。や

や
あ
っ
て

九
州
で
勢
力
を
立
て
直
し
た
足
利
尊
氏
は

延
元
元
年
・

、

、

建
武
三
年(

一
三
三
六)

四
月
、
東
上
を
開
始
。
五
月
に
摂
津
国

湊

川(

神

せ
つ
つ
の
く
に
み
な
と
が
わ

戸
市
兵
庫
区
湊
川
町)

で
、
後
醍
醐
方
の
楠
木
正
成
軍
を
破
り
、
正
成
は

く
す
の
き
ま
さ
し
げ

敗
死
す
る
。
六
月
、
尊
氏
は
再
び
入
洛
し
、
八
月
、
尊
氏
の
奏
請
で
持
明

院
統
の
光

明

天
皇
が
即
位
。
そ
し
て
、
十
月
、
延
暦
寺
に
逃
れ
て
い
た

こ
う
み
よ
う

後
醍
醐
は
尊
氏
方
と
和
睦
し
、
こ
こ
に
事
実
上
、
室
町
幕
府
が
成
立
す
る

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
十
二
月
、
後
醍
醐
は
大
和
国
吉
野(

奈
良
県
吉
野
郡)

に
脱

や
ま
と
の
く
に
よ
し

の

出
す
る
。
の
ち
五
十
年
以
上
に
わ
た
り
、
持
明
院
統(

北

朝)

と
大
覚
寺

ほ
く
ち
よ
う

統(

南

朝)

の
二
人
の
天
皇
が
並
び
立
つ
、
南
北
朝
時
代
が
は
じ
ま
る
の

な
ん
ち
よ
う

で
あ
る
。

こ
れ
に
さ
き
だ
つ
延
元
元
年
・
建
武
三
年(

一
三
三
六)

伊
勢
道
通
ぜ
ず

十
月
、
新
田
義
貞
が
、
後
醍
醐
の
皇
子
尊
良
・
恒
良
親
王
を
奉
じ
て
越

た
か
よ
し

つ
ね
よ
し

え
ち

前

国(

福
井
県)

へ
下
向
。
同
時
に
、
北
畠
顕
家
の
父
親
房
が
、
や
は
り

ぜ
ん
の
く
に

ち
か
ふ
さ

後
醍
醐
の
皇
子
宗
良
親
王
を
戴
い
て
伊
勢
国
に
下
向
す
る
（
図

。
伊

）

む
ね
よ
し

74

勢
国
は
、
天
皇
家
の
宗
廟
た
る
伊
勢
神
宮
の
膝
下
で
あ
る
と
と
も
に
、
後

醍
醐
の
籠
も
る
大
和
国
吉
野
と
東
海
道
諸
国
の
南
朝
勢
力
、
ひ
い
て
は
最

大
の
南
朝
勢
力
た
る
奥
州
の
北
畠
顕
家
勢
力
と
を
結
ぶ
要
地
で
あ
っ
た
。

伊
勢
国
に
下
向
し
た
北
畠
親
房
は
、
伊
勢
神
宮
の
神
官
の
支
援
を
う
け

な
が
ら
、
法
楽
寺(

度
会
郡
度
会
町
棚
橋)

な
ど
南
伊
勢
の
各
所
に
城
郭
を

ほ
う
ら
く

じ

図

北
畠
氏
略
系
図

74
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築
き
、
反
攻
を
開
始
す
る
。

こ
れ
に
対
し
、
延
元
元
年
・

建
武
三
年(
一
三
三
六)

の
末

か
ら
翌
年
初
頭
、
室
町
幕
府

は

畠

山
高
国
を
伊
勢
国
守

は
た
け
や
ま
た
か
く
に

護
に
任
じ
、
南
朝
方
の
鎮
圧

を
試
み
る
。
延
元
二
年
・
建

武
四
年(

一
三
三
七)

三
月
、

高
国
は
武
士
ら
が
石

上

寺

せ
き
じ
よ
う

じ

(

和
田
町)

へ
乱
入
す
る
こ
と

を
禁
止
し
て
お
り(

史

。
563

写
真

)

、
こ
の
こ
ろ
鈴
鹿

127

郡
は
、
北
朝
方
の
支
配
下
に
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
と
は
い
え
、
室
町

幕
府
に
よ
る
伊
勢
国
の
制
圧
は
進
ま
ず
、
こ
れ
以
後
、
南
朝
方
と
幕
府
軍

の
合
戦
が
同
国
の
各
地
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

同
じ
延
元
二
年
・
建
武
四
年
の
六
月
、
北
朝
は
「
伊
勢
道
不
通
」
の
た

め
、
神
今
食
を
中
止
す
る(

史

)

。
神
今
食
と
は
、
毎
年
六
月
と
十
二
月

じ
ん
こ
ん
じ
き

564

の
十
一
日
に
お
こ
わ
れ
る
年
中
行
事
で
、
伊
勢
神
宮
か
ら
宮
中
へ
天

照

あ
ま
て
ら
す

大

神

を
勧

請

し
、
新
た
に
炊
い
た
ご
飯
を
供
え
、
天
皇
み
ず
か
ら
も
食

お
お
み
か
み

か
ん
じ
よ
う

す
る
儀
式
で
あ
る
。
同
年
十
二
月
に
も
「
伊
勢
兵
起
」
に
よ
り
、
伊
勢
神

宮
へ
の
奉
幣(

神
前
に
供
物
を
捧
げ
る
儀
式)

に
さ
き
だ
っ
て
お
こ
な
わ
れ

ほ
う
へ
い

る
大

祓(

人
々
の
罪
や
穢
れ
を
祓
い
清
め
る
儀
式)

が
取
り
や
め
に
な
っ

お
お
は
ら
え

て
い
る
。
南
朝
方
が
伊
勢
神
宮
の
周
辺
を
お
さ
え
る
状
況
は
、
京
都
の
北

朝
の
年
中
行
事
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

延
元
三
年
・
建
武
五
年(

一
三
三
八)

正

南
朝
方
北
畠
顕
家
軍
の
侵
攻

月
、
奥
州
の
北
畠
顕
家
軍
は
、
膠
着
状
態
の
打
開
を
図
る
べ
く
、
再
び
後

醍
醐
の
皇
子
義
良
親
王
を
奉
じ
て
攻
め
の
ぼ
る
。
そ
し
て
、
幕
府
方
の
盤

踞
す
る
東
国
を
何
と
か
突
破
し
た
顕
家
軍
は
、
美
濃
国
の
青
野
原(

岐
阜

あ
お

の

は
ら

県
不
破
郡
垂
井
町)

で
幕
府
軍
と
激
突
。
顕
家
軍
は
、
じ
か
に
上
洛
せ
ず

に
伊
勢
国
へ
廻
り
、
二
月
二
日
、
鈴
鹿
関
に
か
か
っ
た
。

す
ず
か
の
せ
き

写真127 畠山高国書下

（亀山市歴史博物館寄託文書 石上寺所蔵）
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こ
の
日
、
鈴
鹿
峠
北
側
の
近
江
国
山
中(

滋
賀
県
甲
賀
市
土
山
町
山
中)

お
う
み
の
く
に
や
ま
な
か

を
本
拠
と
す
る
武
士
山
中
道

俊

・
頼
俊
や
、
同
国
小
佐
治(

同
市
甲
賀
町

ど
う
し
ゆ
ん

よ
り
と
し

こ

さ

じ

小
佐
治)
に
拠
を
置
く
小
佐
治
基
氏
・
国
氏
ら
は
、
幕
府
方
と
し
て
鈴
鹿

も
と
う
じ

く
に
う
じ

、

。

関
に
駆
け
つ
け

関
か
ら
峠
に
い
た
る
途
次
の
坂
下(

関
町
坂
下)

を
封
鎖

さ
か
し
た

二
月
十
三
日
に
は
、
近
江
国
の
南
朝
方
頓
宮
弥
九
郎
ら
が
立
て
籠
も
っ
た

と
ん
ぐ
う

鮎
河
城(

甲
賀
市
土
山
町
鮎
河)

を
落
城
さ
せ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
二
月
二

あ
い

が

十
三
日
、
顕
家
軍
は
山

城

国
和
束(

京
都
府
相
楽
郡
和
束
町)

や
近
江
国

や
ま
し
ろ
の
く
に

わ

づ
か

信
楽(

滋
賀
県
甲
賀
市
信
楽
町)
の
南
朝
方
を
引
率
し
て

近
江
国
池

原

杣

、

し
が
ら
き

い
け
は
ら
の
そ
ま

(

滋
賀
県
甲
賀
市)

に
討
ち
入
り
、
山
中
氏
ら
幕
府
方
と
戦
っ
て
い
る(

史

～

号)

。

568

572
そ
の
の
ち
北
畠
顕
家
軍
は
、
伊
賀
国
か
ら
大
和
国
へ
入
り
、
上
洛
を
企

て
る
。
だ
が
、
二
月
二
十
八
日
、
同
国
般
若
坂(

奈
良
市
般
若
寺
町)

で
幕

は
ん
に
や
ざ
か

府
軍
に
敗
れ
て
河
内
国(

大
阪
府)

へ
敗
走

五
月

和
泉
国

堺

・
石
津(

堺

。

、

か
わ
ち
の
く
に

い
ず
み
の
く
に
さ
か
い

い
し

づ

市
堺
区
石
津
町)

で
幕
府
方
の

高

師
直
軍
に
敗
れ
、
北
畠
顕
家
は
戦
死
し

こ
う
の
も
ろ
な
お

た
。
捲
土
重
来
を
期
し
、
奥
州
か
ら
上
洛
す
る
こ
と
二
度
。
二
十
一
年
の

生
涯
で
あ
っ
た
。

延
元
三
年
・
建
武
五
年(

一
三
三
八)

閏
七
月
、
長
男
顕
家
を
失
っ
た
北

畠
親
房
と
次
男
顕
信
は
、
東
国
支
配
を
立
て
直
す
た
め
、
義
良
・
宗
良
親

あ
き
の
ぶ

王
を
奉
じ
て
、
伊
勢
国
の
大

湊(

伊
勢
市
大
湊
町)

を
出
港
す
る
。
と
こ

お
お
み
な
と

ろ
が
、
暴
風
雨
に
見
舞
わ
れ
た
船
団
は
散
り
散
り
と
な
り
、
北
畠
親
房
は

常
陸
国(

茨
城
県)

、
宗
良
親
王
は
遠

江

国(

静
岡
県)

に
漂
着
。
義
良
親

ひ
た
ち
の
く
に

と
お
と
う
み
の
く
に

、

、

。

王
と
北
畠
顕
信
は

嵐
に
吹
き
返
さ
れ
て

も
と
の
伊
勢
国
に
流
れ
着
く

以
後
、
北
畠
顕
信
や
弟
顕
能
は
、
南
朝
方
の
伊
勢
国
司
と
し
て
、
伊
勢

あ
き
よ
し

国
南
部
と
志
摩
国
を
拠
点
に
勢
力
を
保
ち
、
や
が
て
顕
能
の
子
孫
は
戦
国

大
名
へ
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
延
元
四
年
・
暦
応
二
年(

一

三
三
九)

三
月
、
前
年
に
顕
信
と
と
も
に
伊
勢
国
へ
漂
着
し
た
義
良
親
王

は
、
奇
遇
に
も
吉
野
に
入
っ
て
後
醍
醐
の
皇
太
子
と
な
り
、
や
が
て
後
村

上
天
皇
と
し
て
即
位
す
る
の
で
あ
る
。

、

、

そ
し
て

こ
れ
に
さ
き
だ
つ
延
元
三
年
・
暦
応
元
年(

一
三
三
八)

八
月

北
朝
は
、
足
利
尊
氏
を
征
夷
大
将
軍
に
任
じ
た
。
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そ
う
し
た
な
か

伊
勢
国
で
は

田
丸
城(

度

南
北
戦
線
の
膠
着
と
南
進

、

、
た

ま
る

会
郡
玉
城
町
田
丸)

と
神
山
城(

松
阪
市
山
添
町)

に
籠
も
る
南
朝
軍
と
、

こ
う
や
ま

そ
の
北
の
曾
禰

荘(

松
阪
市)

に
要
害
を
構
え
た
幕
府
方
の
伊
勢
国
守
護

そ

ね
の
し
よ
う

高

師
秋
と
の
睨
み
あ
い
が
続
き
、
延
元
四
年
・
暦
応
二
年(

一
三
三
九)

こ
う
の
も
ろ
あ
き

六
月
、
い
っ
た
ん
は
南
朝
方
の
勝
利
に
終
わ
る
。
だ
が
、
同
年
八
月
、
南

朝
の
後
醍
醐
天
皇
が
吉
野
で
没
す
る
。

そ
れ
に
さ
き
だ
つ
延
元
三
年
・
暦
応
元
年(

一
三
三
八)

九
月
、
高
師
秋

が
石
上
寺
へ
の
軍
勢
等
の
乱
入
を
禁
止
し
て
お
り(

史

。
写
真

)

、
引

573

128

き
続
き
鈴
鹿
郡
は
、
幕
府
方
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
は
い

え
、
延
元
五
年
・
暦
応
三
年

(
一
三
四
〇)

と
翌
年
の
二

月
、
北
朝
は
伊
勢
路
の
不
通

の
た
め
、
祈
年
祭
を
中
止
し

き

ね
ん
さ
い。

、

て
い
る(

史

)
祈
年
祭
は

579

毎
年
二
月
四
日
、
宮
中
で
五

穀
豊
穣
を
祈
る
年
中
行
事

で
、
全
国
諸
社
へ
の
奉
幣
を

と
も
な
う
行
事
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
興
国
三
年
・
康
永

元
年(

一
三
四
二)

六
月
に

も
、
北
朝
は
伊
勢
路
の
不
通

の
た
め
、
神
今
食
を
中
止
す

る(

史

)

。
京
都
か
ら
伊
勢

583

神
宮
へ
の
道
は
、
引
き
続
き

閉
ざ
さ
れ
て
い
た
。

状
況
が
変
わ
り
は
じ
め
た

の
は
、
同
じ
興
国
三
年
・
康

永
元
年
の
七
月
ご
ろ
、
幕
府

が
仁
木
義
長
を
伊
勢
国
守
護

に

き

よ
し
な
が

に
任
じ
た
の
ち
の
こ
と
で
あ

写真129 仁木義長書下

（亀山市歴史博物館寄託文書 石上寺所蔵）

写真128 高師秋書下

（亀山市歴史博物館寄託文書 石上寺所蔵）

http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kochuusei/image/07/gi.htm?pf=1229sh128.JPG&?pn=%E5%86%99%E7%9C%9F128 %E9%AB%98%E5%B8%AB%E7%A7%8B%E6%9B%B8%E4%B8%8B
http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kochuusei/image/07/gi.htm?pf=1230sh129.JPG&?pn=%E5%86%99%E7%9C%9F129 %E4%BB%81%E6%9C%A8%E7%BE%A9%E9%95%B7%E6%9B%B8%E4%B8%8B
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っ
た
。
同
月
、
義
長
は
、
石

上
寺
に
戦
勝
の
祈
禱
を
命
じ

る
と
と
も
に
、
同
寺
へ
の
軍

勢
等
の
乱
入
を
禁
止
し
て
い

る(

史
料
編

・

号
。
写

584

585

真

・

)

。
そ
し
て
、
八

129

130

月
以
後
、
義
長
は
田
丸
城
を

は
じ
め
と
す
る
南
朝
方
の
拠

点
を
次
々
と
撃
破
し
、
志
摩

国
ま
で
侵
攻
す
る
こ
と
に
成

功
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
興
国
三
年
・
康
永
元
年
九
月
、
北
朝
は
、
伊
勢
路
の
開
通

を
う
け
、
伊
勢
神
宮
へ
奉
幣
使
を
派
遣
す
る(

史

)

。
そ
れ
は
実
に
、
建

586

、

、

武
新
政
が
崩
壊
し

北
朝
の
光
明
天
皇
が
即
位
し
て
か
ら
の
約
六
年
間
で

初
め
て
の
奉
幣
で
あ
っ
た
。

伊
勢
国
に
お
け
る
北
朝
優
位
の
情
勢

三
宝
院
賢
俊
の
伊
勢
神
宮
参
詣

は
、
数
年
続
い
た
ら
し
い
。
こ
の
時
期
、
醍
醐
寺
三
宝
院(

京
都
市
伏
見

だ
い

ご

じ

さ
ん
ぽ
う
い
ん

区)

の
門
跡
で
あ
っ
た
賢

俊

も
、
伊
勢
国
内
を
旅
し
て
い
る
。

も
ん
ぜ
き

け
ん
し
ゆ
ん

、

。

賢
俊
は

持
明
院
統(

北
朝)

に
近
侍
し
た
権
大
納
言
日
野
俊
光
の
子
息

ひ

の

と
し
み
つ

将
軍
足
利
尊
氏
の
心
身
を
守
る
護
持
僧
と
し
て
戦
場
に
も
従
軍
し

「
栄

、
え
い

耀
至
極
、
公
家
・
武
家
の
権
勢
、
比
肩
の
人
な
し
」(

『
園
太
暦
』
延
文

よ
う

し

ご
く

二
年
閏
七
月
十
七
日
条)

と
称
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
将
軍
門
跡
」
で
あ

る
。
賢
俊
自
身
が
残
し
た
日
記
で
、
旅
の
様
子
を
み
よ
う(

史

)

。

590

、

、

興
国
七
年
・
貞
和
二
年(

一
三
四
六)

十
月
二
十
五
日

賢
俊
の
一
行
は

京
都
を
出
立
。
昼
に
近
江
国
野
路(

滋
賀
県
草
津
市
野
路
町)

に
着
き
、
同

の

じ

国
今

宿(

同
県
甲
賀
市
土
山
町
大
野)

で
宿
泊
。
夜
、
醍
醐
寺
領
の
伊
勢

い
ま
じ
ゆ
く

国
曾

荘(

松
阪
市)

か
ら
「
沙
汰
人
」
が
来
た
と
い
う
。
荘
園
領
主
賢
俊

禰

に
対
す
る
荘
官
・
荘
民
の
奉
仕
で
あ
る
。

、

、

、

、

二
十
六
日

鈴
鹿
峠
を
越
え
て

昼
に
伊
勢
国
坂
下(

関
町
坂
下)

夜

さ
か
し
た

垂
水(

津
市
垂
水)

に
着
い
た
。
だ
が
、
宿
が
「
下
品
」(

粗
末)

だ
っ
た
の

た
る

み

げ

ぼ
ん

写真130 仁木義長書下

寺所蔵）（亀山市歴史博物館寄託文書 石上

http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kochuusei/image/07/gi.htm?pf=1231sh130.JPG&?pn=%E5%86%99%E7%9C%9F130 %E4%BB%81%E6%9C%A8%E7%BE%A9%E9%95%B7%E6%9B%B8%E4%B8%8B
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で
、
宿
泊
は
せ
ず
、
夜
中
に
出
発
し
て
曾

荘
ま
で
い
た
っ
た
。

禰

二
十
七
日
は
、
昼
に
出
発
。
夜
は
棚
橋(

度
会
郡
度
会
町
棚
橋)

に
宿
。

た
な
は
し

棚
橋
と
、
当
地
所
在
の
法
楽
寺(

蓮
華
寺)

は
醍
醐
寺
三
宝
院
領
で
、
伊
勢

れ
ん

げ

じ

神
宮
の
法
楽
舎(
祈
禱
所)

が
設
け
ら
れ
る
な
ど
、
神
宮
と
の
関
わ
り
も
深

ほ
う
ら
く
し
や

い
。
二
十
八
日
か
ら
数
日
を
か
け
、
賢
俊
は
、
法
楽
寺
の
堂
舎
や
経
蔵
・

御
影
堂
・
宝
蔵
な
ど
を
巡
っ
て
い
る
。
こ
の
と
こ
ろ
の
一
連
の
合
戦
で
、

た
び
た
び
法
楽
寺
は
、
南
朝
方
の
軍
事
拠
点
と
な
っ
て
い
た
。
破
壊
な
ど

損
害
の
程
度
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

十
一
月
三
日
、
賢
俊
は
、
伊
勢
神
宮
を
参
詣
。
四
日
は
、
二
見
浦(

伊

ふ
た
み
が
う
ら

勢
市
二
見
町)

を
巡
礼
し
て
棚
橋
に
帰
る
。
五
日
、
棚
橋
を
出
立
し
て
帰

洛
の
途
に
つ
き
、
曾

荘
に
到
着
。
六
日
は
、
昼
に
安
濃
津(

津
市)

を
経

禰

あ

の
の

つ

て
、
鈴
鹿
山
麓
の
坂
下
で
泊
。
宿
所
は
「
万
タ
ラ
堂

、
す
な
わ
ち
曼
荼

」

羅
堂
で
あ
っ
た
。
七
日
は
、
昼
に
今
宿
を
経
て
、
野
路
に
宿
泊
。
八
日
に

帰
洛
し
た
。

兵
火
は
お
ろ
か
、
風
雨
に
も
遭
わ
ぬ
一
四
日
間
。
戦
乱
の
束
の
間
の
、

の
ど
か
な
旅
で
あ
っ
た
。

第
二
項

南
北
朝
内
乱
の
拡
大
と
終
結

か
く
し
て
南
朝
方
の
不
利
な
情
勢
が
続
く
な
か
、
期
せ
ず

観
応
の
擾
乱

し
て
巻
き
返
し
の
機
会
が
訪
れ
る
。
そ
の
発
端
は
、
足
利
尊
氏
の
執
事
高

師
直
や
、
師
直
と
対
立
す
る
尊
氏
の
弟
直
義
ら
、
幕
府
方
の
内
部
分
裂
で

た
だ
よ
し

あ
っ
た
。
観
応
の

擾

乱
で
あ
る
。
そ
の
前
段
階
の
正
平
四
年
・
貞
和
五

か
ん
の
う

じ
よ
う
ら
ん

年(

一
三
四
九)

五
月
以
前
、
伊
勢
国
守
護
は
、
尊
氏
派
の
仁
木
義
長
か
ら

直
義
派
の
石
塔
頼
房
に
交
代
し
て
い
た
。

い
し
ど
う
よ
り
ふ
さ

正
平
五
年
・
観
応
元
年(

一
三
五
〇)

十
月
、
足
利
直
義
は
京
都
か
ら
大

和
国
へ
出
奔
し
、
南
朝
に
降
伏
。
明
け
て
正
平
六
年
・
観
応
二
年
正
月
、

越

中

国(

富
山
県)

の
守
護
で
直
義
派
の
桃
井
直
常
が
入
京
し
、
足
利
尊

え
つ
ち
ゆ
う
の
く
に

も
も
の
い
た
だ
つ
ね

氏
・
義

詮

父
子
は
、
播
磨
国(

兵
庫
県)

へ
逃
走
。
尊
氏
派
の
劣
勢
は
続

よ
し
あ
き
ら

は
り
ま
の
く
に
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き
、
二
月
、
尊
氏
は
直
義
と
和
睦
し
て
、
高
師
直
は
殺
害
さ
れ
る
。

か
く
て
足
利
尊
氏
・
直
義
の
和
睦
と
高
師
直
の
死
に
よ
り
、
幕
府
内
の

。

、

、

争
乱
は
収
ま
っ
た
か
に
み
え
た

正
平
六
年
・
観
応
二
年
三
月

幕
府
は

南
朝
方
の
伊
勢
国
司
北
畠
顕
能
が
勢
力
を
拡
大
し
た
と
の
報
を
う
け
、
同

国
守
護
石
塔
頼
房
に
四
カ
国
の
軍
勢
を
つ
け
て
追
討
す
べ
き
こ
と
を
議
し

『

』

。

、

、

「

」

て
い
る(

園
太
暦

同
月
三
日
条)

そ
し
て

六
月

北
朝
は

神
境

が
「
敵
陣
」
に
な
っ
た
と
し
て
、
月
次
祭
を
中
止
す
る(

『
園
太
暦
』
同

月
十
一
日
条)

。
伊
勢
神
宮
周
辺
は
、
南
朝
方
が
制
圧
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
八
月
、
尊
氏
派
の
不
穏
な
動
き
を
察
し
た
足
利
直
義
が
京

、

、

。

、

都
を
脱
出
し

北
陸
道
を
経
由
し
て

や
が
て
鎌
倉
へ
逃
亡

九
月
に
は

直
義
派
の
石
塔
頼
房
が
、
伊
勢
路
を
経
て
近
江
国
に
攻
め
入
り
、
六
角
・

京

極
氏
の
軍
勢
を
破
る(

史

)

。
同
月
、
北
朝
は
伊
勢
路
の
不
通
の
た

き
よ
う
ご
く

598

め
、
伊
勢
神
宮
へ
の
奉
幣
を
中
止
し
て
お
り(

史

)

、
南
伊
勢
は
南
朝
、

598

北
伊
勢
は
足
利
直
義
派
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
正
平
六
年
・
観
応
二
年
十
月
、
今
度
は
足
利
尊
氏
・
義

詮
父
子
が
南
朝
に
降
り
、
十
一
月
に
直
義
の
い
る
鎌
倉
へ
向
け
て
出
陣
。

畿
内
の
南
朝
方
は
勢
い
を
え
て
、
北
朝
の
崇
光
天
皇
や
年
号
を
廃
止
す
る

す

こ
う

。

、

、

(

正
平
の
一
統)

正
平
七
年(

一
三
五
二)

正
月

南
朝
の
後
村
上
天
皇
が

、

、

石
上
寺
の
祈
禱
を
賞
す
る
綸
旨
を
出
し
た
の
は

一
統
下
の
で
き
ご
と
で

り
ん

じ

伊
勢
国
に
お
け
る
南
朝
方
勢
力
の
拡
大
を
物
語
る(

史

・

)

599

600

、

、

、

同
じ
正
平
七
年
正
月

足
利
尊
氏
が
鎌
倉
へ
入
る
と

直
義
は
降
伏
し

翌
月

毒
殺
さ
れ
る

か
た
や
京
都
で
は

閏
二
月

後
村
上
天
皇
が
石
清
水

、

。

、

、

い
わ

し

み
ず

八
幡
宮(

京
都
府
八
幡
市)

に
移
り
、
足
利
義
詮
を
追
い
出
し
て
京
都
を
奪

還
す
る
。
正
平
の
一
統
は
、
こ
こ
に
破
れ
た
。
だ
が
、
三
月
、
足
利
義
詮

が
京
都
を
取
り
も
ど
し
、
南
北
朝
が
並
立
す
る
状
況
は
、
ま
だ
ま
だ
続
く

の
で
あ
る
。

観
応
の
擾
乱
を
経
て
、
幕
府
方
の
守
護
に
返
り
咲
い
た

引
き
続
く
内
乱

仁
木
義
長
が
北
伊
勢
を
、
南
朝
方
の
国
司
北
畠
顕
能
が
南
伊
勢
を
、
そ
れ

ぞ
れ
勢
力
下
に
置
く
構
図
が
再
現
す
る
。
京
都
で
は
、
正
平
七
年
・
観
応

三
年(

一
三
五
二)

六
月
、
北
朝
の
光
厳
・
光
明
・
崇
光
の
三
上
皇
が
南
朝
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に
よ
っ
て
連
れ
出
さ
れ
、
八
月
、
崇
光
院
の
弟
弥
仁
親
王(

後
光
厳
天
皇)

い
や
ひ
と

ご

こ
う
ご
ん

が
即
位
し
た

九
月

北
朝
は
伊
勢
神
宮
へ
の
奉
幣
を
中
止
し
て
お
り(

園

。

、

『

太
暦
』
同
月
十
二
日
条)

、
こ
の
の
ち
も
南
北
朝
両
勢
力
は
、
伊
勢
国
で

も
一
進
一
退
の
攻
防
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
。

正
平
八
年
・
文
和
二
年(

一
三
五
三)

六
月
か
ら
翌
々
年
に
か
け
て
、
南

朝
軍
は
た
び
た
び
京
都
の
奪
還
を
試
み
、
出
兵
す
る
。
正
平
十
年
・
文
和

四
年
十
一
月
以
降
、
北
朝
は
「
鈴
鹿
路
」
の
不
通
で
伊
勢
神
宮
奉
幣
使
が

派
遣
困
難
な
状
況
に
つ
い
て
対
策
を
協
議
し
て
い
る
。
九
世
紀
以
来
の
先

例
が
詳
し
く
調
べ
あ
げ
ら
れ

「
新
道
」
の
採
用
を
ふ
く
め
て
話
し
あ
い

、

を
重
ね
た(

史

～

)

。
そ
の
後
も
四
年
ほ
ど
、
南
北
朝
両
勢
力
の
一
進

606

611

一
退
は
続
き
、
正
平
十
一
年
・
延
文
元
年(

一
三
五
六)

九
月
以
降
、
北
朝

は
、
続
け
て
三
年
間
、
伊
勢
神
宮
へ
の
奉
幣
を
中
止
し
て
い
る(

史

)

。

612

だ
が
、
こ
の
の
ち
北
伊
勢
で
は
、
北
朝
方
の
勢
力
が
回
復
に
向
か
っ
た

も
よ
う
で
、
正
平
十
二
年
・
延
文
二
年
八
月
、
足
利
尊
氏
は
、
昼
生
中
・

ひ
る

お

な
か

下

荘(

中
庄
町
・
下
庄
町)

の
半
済
分
以
外
の
押
領
行
為
を
退
け
、
領
主

し
も
の
し
よ
う

は
ん
ぜ
い

の
中
御
門
宗
重
へ
引
き
渡
す
よ
う
、
守
護
仁
木
義
長
に
命
じ
て
い
る(
史

な
か

み

か
ど
む
ね
し
げ

)

。
半
済
と
は
、
荘
園
公
領
の
土
地
半
分
か
ら
の
年
貢
を
、
合
戦
の
兵

614粮
に
充
て
る
制
度
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
南
伊
勢
の
南
朝
方
と
の
合

戦
に
際
し
て
、
昼
生
中
・
下
荘
の
土
地
半
分
か
ら
の
年
貢
が
、
北
朝
方
の

兵
粮
に
充
て
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
正
平
十
三
年
・
延
文
三
年(

一
三
五
八)

四
月
、
足
利
尊
氏
が

没
す
る
。
後
嗣
は
尊
氏
の
嫡
男
、
二
代
将
軍
と
な
る
義
詮
で
あ
る
。

正
平
十
四
年
・
延
文
四
年
十
二
月
以
降
、
足
利
義
詮
は
、
大
軍
を
率
い

て
南
進
し
、
河
内
・
和
泉
・
紀
伊
国(

和
歌
山
県)

な
ど
を
転
戦
す
る(

史

・

)

。
そ
し
て
、
各
地
で
半
年
以
上
、
合
戦
が
続
く
な
か
、
正
平
十

615

616

五
年
・
延
文
五
年
七
月
、
幕
府
方
の
伊
勢
国
守
護
仁
木
義
長
と
、
幕
府
執

事
の
細
川
清
氏
や
有
力
守
護
の
畠
山
国
清
の
内
部
抗
争
が
勃
発
。
仁
木
義

ほ
そ
か
わ
き
よ
う
じ

長
は
、
木
津
川
を
さ
か
の
ぼ
り
、
伊
賀
国
を
経
て
伊
勢
国
に
没
落
し
、
南

朝
方
に
降
る(

史

)

。
鈴
鹿
関
も
通
過
し
た
だ
ろ
う
。

617、

、

。

こ
れ
に
よ
り

北
朝
方
の
伊
勢
国
守
護
に
は

土
岐
頼
康
が
就
任
す
る

と

き

よ
り
や
す
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、

、

対
す
る
仁
木
義
長
は

も
と
足
利
直
義
派
だ
っ
た
石
塔
頼
房
ら
と
連
携
し

同
国
の
南
朝
方
は
勢
力
を
回
復
し
て
い
く
。
正
平
二
十
一
年
・
貞
治
五
年

(

一
三
六
六)
正
月
、
南
朝
の
従
二
位
藤
原
某
が
、
河
内
国
の
観
心
寺(

大

か
ん
し
ん

じ

阪
府
河
内
長
野
市
寺
元)

に
和
田
荘
能
楽
名
を
寄
進
し
て
い
る(

史

)

。

624

北
伊
勢
に
お
け
る
南
朝
勢
力
の
勃
興
を
示
す
徴
証
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
し
た
な
か
、
幕
府
方
で
は
、
同
じ
正
平
二
十
一
年
・
貞
治
五
年
の

八
月
、
幕
府
執
事
斯
波
義
将
と
父
高
経
が
失
脚
し
、
斯
波
氏
と
近
し
い
土

し

ば

よ
し
ゆ
き

た
か
つ
ね

。

、

、

岐
頼
康
の
立
場
は
後
退
す
る(

貞
治
の
政
変)

そ
の
結
果

仁
木
義
長
は

、

。

北
朝
へ
の
帰
参
を
許
さ
れ

再
び
伊
勢
国
守
護
に
任
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る

正
平
二
十
二
年
・
貞
治
六
年(
一
三
六
七)

十
一
月
、
幕
府

動
乱
の
終
結

の
管
領(

執
事)

に
細
川
頼
之
が
就
任
し
、
十
二
月
、
将
軍
足
利
義
詮
が
三

か
ん
れ
い

よ
り
ゆ
き

八
歳
で
没
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
〇
歳
の
嫡
子
義
満
が
家
督
を
継
ぎ
、

よ
し
み
つ

、

。

正
平
二
十
三
年
・
応
安
元
年(

一
三
六
八)

十
二
月

征
夷
大
将
軍
と
な
る

以
後
、
義
満
は
頼
之
の
補
佐
の
も
と
、
希
代
の
政
治
家
へ
の
道
を
徐
々
に

歩
み
は
じ
め
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
南
朝
方
で
は
、
同
年
三
月
に
後
村

上
天
皇
が
没
し
、

長

慶
天
皇
が
即
位
す
る
。

ち
よ
う
け
い

管
領
細
川
頼
之
の
も
と
、
伊
勢
国
守
護
は
、
仁
木
義
長
か
ら
細
川
氏
に

か
わ
り
、
建
徳
二
年
・
応
安
四
年(

一
三
七
一)

閏
三
月
、
頼
之
の
弟
満
之

み
つ
ゆ
き

が
伊
勢
国
に
発
向
す
る(

『
師
守
記
』
同
月
二
十
二
日
条)

。
こ
の
際
の
出

兵
に
は
、
近
江
国
守
護
の
六
角
高

詮

の
軍
も
参
加
し
た(

『

園
執
行
日

祇

た
か
あ
き
ら

記
』
同
年
七
月
十
三
日

条)

。同
じ
建
徳
二
年
・
応

、「

」

安
四
年
の
六
月

源

某
が
石
上
寺
へ
の
軍
勢

の
乱
入
を
禁
じ
て
い
る

(

史

。
写
真

。
京

）

630

131

都
の
醍
醐
寺
に
は
、
一

月
前
の
日
付
で
金
剛
寺

こ
ん
ご
う

じ

(

四
日
市
市
山
村
町)

に

写真131 源某禁制

（亀山市歴史博物館寄託文書 石上寺所蔵）

http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kochuusei/image/07/gi.htm?pf=1232sh131.JPG&?pn=%E5%86%99%E7%9C%9F131 %E6%BA%90%E6%9F%90%E7%A6%81%E5%88%B6
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充
て
た
、
ま
っ
た
く
同
文
の
文
書
の
写
し
が
伝
存
す
る(

『
四
日
市
市
史

第
七
巻

史
料
編
古
代
・
中
世
』
一
八
三
号)

。
守
護
細
川
氏
は
、
源

姓
足
利
氏
の
庶
流
で
あ
る
。
発
給
者
は
、
満
之
本
人
か
、
そ
の
関
係
者
に

相
違
あ
る
ま
い
。

対
す
る
南
朝
方
は

南
伊
勢
の
北
畠
顕
信

建
徳
二
年
・
応
安
四
年(

一

、

。

三
七
一)

五
月
以
降
、
両
軍
は
、
片
田
山(

津
市
片
田)

・
垂
水
山(

同
市
垂

か
た

だ

や
ま

た

る
み
や
ま

水)

・
夜
居
森(

松
阪
市
殿
町)
等
で
合
戦
し
た
。
文
中
元
年
・
応
安
五
年

よ
い
ほ
の
も
り

(

一
三
七
二)

八
月
に
は
、
管
領
細
川
頼
之
の
弟
頼
基(

頼
元)

が
伊
勢
国
へ

よ
り
も
と

よ
り
も
と

発
向
し
て
い
る(

『

園
執
行
日
記
』
同
月
五
日
条)

。
そ
し
て
、
文
中
二

祇

年
・
応
安
五
年
九
月
に
は
、
北
朝
方
の
軍
が
雲
出
川(

津
市
・
松
阪
市
の

く
も

ず

境)

を
渡
っ
て
南
進
す
る
。
こ
れ
以
後
、
南
朝
勢
力
は
、
よ
う
や
く
衰
退

し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

天
授
四
年
・
永
和
四
年(

一
三
七
八)
三
月
、
二
一
歳
で

南
北
朝
の
合
一

権
大
納
言
と
い
う
破
格
の
昇
進
を
遂
げ
て
い
た
足
利
義
満
は

室
町
第(

花

、む
ろ
ま
ち
だ
い

の
御
所)

に
移
り
、
名
実
と
も
に
室
町
殿
と
な
る
。
翌
天
授
五
年
・
康
暦

む
ろ
ま
ち
ど
の

元
年(

一
三
七
九)

閏
三
月
、
義
満
は
、
諸
大
名
の
要
求
を
受
け
入
れ
、
管

領
細
川
頼
之
を
追
放(

康
暦
の
政
変)

。
管
領
に
は
、
斯
波
義
将
が
返
り
咲

く
。
そ
し
て
、
義
満
は
、
弘
和
元
年
・
永
徳
元
年(

一
三
八
一)

三
月
に
内

大
臣
、
弘
和
二
年
・
永
徳
二
年
正
月
に
左
大
臣
と
な
る
。

こ
の
の
ち
足
利
義
満
は
、
有
力
守
護
の
抑
圧
に
乗
り
だ
し
、
彼
ら
に
有

、

。

、

無
を
い
わ
せ
ぬ

揺
る
ぎ
な
き
権
勢
を
築
い
て
い
く

伊
勢
国
守
護
に
は

細
川
氏
の
あ
と
、
天
授
五
年
・
永
和
五
年(

一
三
七
九)

十
月
以
前
に
土
岐

頼
康
が
任
じ
ら
れ
、
元
中
四
年
・
嘉
慶
元
年(

一
三
八
七)

十
二
月
の
死
没

ま
で
在
職
。
そ
の
跡
は
、
甥
で
養
子
の
康
行
に
う
け
つ
が
れ
る
。

や
す
ゆ
き

と
こ
ろ
が
、
元
中
五
年
・
嘉
慶
二
年
五
月
以
降
、
土
岐
一
族
内
で
跡
目

争
い
が
続
き
、
元
中
七
年
・
明
徳
元
年(

一
三
九
〇)

閏
三
月
、
足
利
義
満

は
、
土
岐
康
行
を
討
滅
す
る(

土
岐
氏
の
乱)

。
康
行
の
後
任
と
し
て
伊
勢

国
守
護
と
な
っ
た
の
は
、
仁
木
義
長
の
息
満
長
で
あ
っ
た
。

み
つ
な
が

足
利
義
満
の
有
力
守
護
抑
圧
は
、
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
ぬ
。
義
満
は
、
西

国
に
一
一
カ
国
の
守
護
国
を
も
つ
山
名
氏
一
族
の
内
紛
に
介
入
。
元
中
八

や
ま

な



- 12 -

年
・
明
徳
二
年(

一
三
九
一)

十
二
月
、
京
都
で
山
名
氏
清
軍
と
合
戦
し
て

う
じ
き
よ

勝
利
し
、
山
名
氏
一
族
の
守
護
国
を
三
カ
国
に
削
減
し
た(

明
徳
の
乱)

。

そ
し
て
、
足
利
義
満
は
、
長
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
大
仕
事
に
取
り
か
か

る
。
南
北
朝
の
合
一
で
あ
る
。
北
朝
で
は
、
建
徳
二
年
・
応
安
四
年(

一

三
七
一)

三
月

後
光
厳
天
皇
に
か
わ
っ
て
皇
子
緒
仁
親
王(

後
円
融
天
皇)

、

お

ひ
と

ご

え
ん
ゆ
う

が
即
位
。
ま
た
、
弘
和
二
年
・
永
徳
二
年(

一
三
八
二)

四
月
に
は
、
そ
の

ま
た
皇
子
の
幹
仁
親
王(

後
小
松
天
皇)

が
即
位
し
て
い
た
。

も
と
ひ
と

ご

こ

ま
つ

他
方
、
南
朝
で
は
、
弘
和
三
年
・
永
徳
三
年(

一
三
八
三)

十
月
、
長
慶

天
皇
に
か
わ
っ
て
熙
成
親
王(

後
亀
山
天
皇)

が
即
位
。
後
亀
山
は
、
南
朝

ひ
ろ
な
り

ご

か
め
や
ま

で
最
後
の
天
皇
と
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
明
徳
の
乱
も
終
わ
り
、
平
和

の
訪
れ
た
元
中
九
年
・
明
徳
三
年(

一
三
九
二)
閏
十
月
、
幕
府
の
有
力
守

護
大
内
義
弘
ら
の
斡
旋
も
あ
っ
て
、
後
亀
山
天
皇
は
京
都
へ
入
り
、
北
朝

お
お
う
ち
よ
し
ひ
ろ

の
後
小
松
天
皇
に
三
種
の
神
器
を
渡
し
て
譲
位
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
元
中
の
元
号
は
廃
さ
れ
、
世
に
天
皇
は
一
人
と
な
っ
た
。
五

〇
年
以
上
に
わ
た
る
南
北
朝
時
代
の
終
末
で
あ
る
。

第
三
項

南
北
朝
時
代
の
荘
園

鎌
倉
時
代
の
後
半
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か

和
田
荘
の
本
家
・
領
家
相
論

け
て
、
長
ら
く
戦
乱
が
続
く
な
か
、
荘
園
支
配
の
あ
り
か
た
に
も
変
化
が

あ
っ
た
。
南
北
朝
時
代
に
お
こ
っ
た
和
田

荘(

和
田
町)

の
本
家
・
領
家

わ

だ
の
し
よ
う

相
論
も
、
そ
の
一
例
で
あ
る(

史

)

。

597

前
述
の
ご
と
く
、
和
田
荘
は
、
平
安
時
代
の
保
延
元
年(

一
一
三
五)

八

月
に
成
立
し
た
。
同
荘
の
本
家
は
摂
政
・
関
白
を
務
め
た
九

条

家
、

ほ
ん

け

く

じ
よ
う

預

所

は
勧

修

寺

流

藤
原
氏
で
、
預
所
を
務
め
る

領

家
が
、
本
家
を

あ
ず
か
り
ど
こ
ろ

か

じ
ゆ
う

じ

り
ゆ
う
ふ
じ
わ
ら

り
よ
う

け

上
級
領
主
と
し
て
戴
き
つ
つ
、
荘
園
経
営
に
あ
た
る
重
層
的
な
支
配
体
系

を
と
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
鎌
倉
時
代
の
後
半
に
な
る
と
、
領
家
の
地
位
は
、
勧
修
寺

流
藤
原
氏
に
連
綿
と
相
伝
さ
れ
ず
、
い
っ
た
ん
本
家
に
よ
り
剥
奪
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る(

以
上
、
第
五
章
第
二
節
第
二
項
と
第
六
章
第
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三
節
第
一
項
を
参
照)

。
こ
れ
は
、
鎌
倉
時
代
の
後
半
以
降
に
顕
在
化
す

る
本
家
・
領
家
の
関
係
の
動
揺
に
起
因
す
る
。

多
く
の
中
世
荘
園
は
、
中
下
級
貴
族
た
る
預
所(

領
家)

が
、
最
上
級
貴

族
た
る
天
皇
家
や
摂
関
家
を
本
家
と
し
て
戴
く
こ
と
で
成
立
し
た
。
中
世

荘
園
の
成
立
に
よ
り

ゆ
る
や
か
で
複
線
的
な
主
従
関
係
が

貴
族
の
家
々

、

、

の
間
で
取
り
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
そ
う
し
た
関
係
は
永
続
し
な
い
。
身
分
の
昇
降
や
政
治
的
地
位

の
変
化
に
よ
り
、
時
代
を
下
る
に
つ
れ
て
、
本
家
と
領
家
の
関
係
は
流
動

化
す
る
。
本
家
は
、
自
身
の
意
に
沿
わ
ぬ
領
家
を
改
替
し
よ
う
と
し
、
領

家
は
、
代
々
の
相
伝
を
根
拠
と
し
て
所
有
権
を
主
張
す
る
。
和
田
荘
も
、

そ
う
し
た
事
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

、

、

先
述
し
た
ご
と
く

鎌
倉
時
代
な
か
ば
の
建
長
二
年(
一
二
五
〇)

六
月

領
家
吉
田
資
経
は
、
そ
の
地
位
を
子
息
高
経
に
譲
与
す
る
。
高
経
の
死
去

よ
し

だ

す
け
つ
ね

た
か
つ
ね

は
、
弘
安
八
年(

一
二
八
五)

六
月
。
そ
し
て
、
延
慶
二
年(
一
三
〇
九)

四

月
当
時
の
領
家
は
、
高
倉
経
守
で
あ
っ
た
。
経
守
は
、
同
じ
勧
修
寺
流
藤

た
か
く
ら
つ
ね
も
り

原
氏
の
出
身
な
が
ら
、
領
家
の
地
位
を
相
伝
し
て
き
た
の
と
は
別
の
家
系

で
、
そ
の
地
位
は
「
相
伝
に
非
」
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
高
経
の
生
存
中

か
没
後
に
、
領
家
の
地
位
は
、
他
家
に
移
っ
た
の
で
あ
る(

以
上
、
第
六

章
第
三
節
第
一
項
を
参
照)

。

そ
し
て
、
南
北
朝
時
代
の
正
平
四
年
・
貞
和
五
年(

一
三
四
九)

二
月
、

領
家
甘
露
寺
藤
長
と
、
本
家
九
条
経
教
が
、
領
家
の
地
位
を
め
ぐ
り
北
朝

か
ん

ろ

じ

ふ
じ
な
が

つ
ね
の
り

の
法
廷
で
争
う
こ
と
に
な
る
。
争
い
の
種
は
、
甘
露
寺
藤
長
が
九
条
経
教

に
対
し
て
「
家
礼
」
を
せ
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た

「
家
礼
」
と
は
、
家
人
と

。

け

ら
い

し
て
奉
公
す
る
こ
と
を
さ
す
。

九
条
家
側
の
主
張
に
よ
る
と
、
こ
の
件
は
、
す
で
に
鎌
倉
時
代
の
末
、

藤
長
の
父
吉
田
隆
長
の
代
以
前
か
ら
問
題
化
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

た
か
な
が

折
し
も
高
倉
経
守
が
領
家
で
あ
っ
た
延
慶
二
年(

一
三
〇
九)

四
月
、
大
覚

寺
統
の
後
宇
多
院
は
「
本
所
奉
公
」
つ
ま
り
九
条
家
へ
の
「
家
礼
」
を
条

ご

う

だ

件
に
、
和
田
荘
の
知
行
を
許
可
す
る
「

勅

書
」
を
出
し
た
。

ち
よ
く
し
よ

こ
れ
を
う
け
、
同
じ
延
慶
二
年
の
九
月
、
隆
長
の
兄
で
、
後
宇
多
院
の
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近
臣
で
も
あ
っ
た
吉
田
定
房
は
「
状
」
を
提
出
。
そ
の
の
ち
、
正
確
な
時

さ
だ
ふ
さ

、

「

」

。

期
は
不
明
な
が
ら

隆
長
も

書
状

を
何
度
か
提
出
し
た
よ
う
で
あ
る

い
ず
れ
も
、
九
条
家
へ
の
「
家
礼
」
を
条
件
に
、
和
田
荘
を
領
家
と
し
て

知
行
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
文
書
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

そ
の
後
の
経
緯
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
元
亨
元
年(

一
三

二
一)

、
本
家
九
条
忠
教
が
政

所

下

文
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
政
所
下

た
だ
の
り

ま
ん
ど
こ
ろ
く
だ
し
ぶ
み

文
は
、
今
回
の
相
論
に
お
い
て
、
九
条
家
の
奉
公
人
が
和
田
荘
の
領
家
を

務
め
て
き
た
証
拠
文
書
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。
九
条
家
に
奉
仕
す
る

何
人
か
を
、
領
家
に
指
名
し
た
文
書
と
み
ら
れ
る
。

な
ん
ぴ
と下

っ
て
正
中
二
年(

一
三
二
五)

六
月
、
吉
田
隆
長
は
出
家
し
、
正
平
五

年
・
貞
和
六
年(

一
三
五
〇)

二
月
に
没
す
る
。
今
回
の
相
論
時
に
も
、
存

命
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
以
前
の
い
ず
れ
か
の
時
期
ま

で
に
、
隆
長
な
い
し
藤
長
は
、
九
条
家
に
対
し
て
「
家
礼
」
を
と
ら
な
く

な
り
、
領
家
の
地
位
を
剥
奪
さ
れ
、
今
回
の
相
論
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

か
く
あ
っ
て
正
平
四
年
・
貞
和
五
年(

一
三
四
九)

正
月
、
北
朝
の
光
厳

こ
う
ご
ん

院
の
裁
判
機
関
た
る
文
殿
が
出
し
た
答
申
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

ふ

ど
の

第
一
に
、
保
延
元
年(

一
一
三
五)

八
月
の
和
田
荘
成
立
時
の
文
書
に
「
家

礼
」
云
々
の
文
言
は
載
せ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
領
家
藤
原
光
房
の
子
孫
が
相

伝
す
べ
き
、
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
、
仁
安
三
年(

一
一

六
八)

十
一
月
に
、
光
房
の
子
吉
田
経
房
が
本
家
九
条
兼
実
に
「
家
礼
」

つ
ね
ふ
さ

か
ね
ざ
ね

を
と
ら
ぬ
こ
と
が
問
題
化
し
た
も
の
の
、
最
終
的
に
は
、
兼
実
が
経
房
の

相
伝
を
認
め
た
こ
と
。

そ
し
て
、
第
三
に
、
後
宇
多
院
の
「
勅
書
」
と
吉
田
定
房
の
「
状

、
」

そ
れ
に
吉
田
隆
長
の
「
書
状
」
は
、
九
条
家
に
「
家
礼
」
す
る
者
を
領
家

と
し
て
き
た
証
拠
で
は
あ
れ
、
そ
の
一
方
で
、
吉
田
隆
長
の
子
孫
が
、
引

き
続
き
九
条
家
に
奉
仕
す
る
義
務
を
負
う
証
拠
に
は
な
ら
ぬ
こ
と
。
以
上

を
根
拠
に
、
院
の
文
殿
は
、
領
家
甘
露
寺
藤
長
の
主
張
を
妥
当
と
す
る
答

申
を
提
出
し
た
。

そ
の
後
、
光
厳
院
の
勅
裁
は
、
な
か
な
か
下
ら
ず
、
よ
う
や
く
正
平
四

年
・
貞
和
五
年
六
月
に
い
た
り
、
甘
露
寺
藤
長
の
主
張
を
認
め
る
判
決
が



- 15 -

下
る
。
た
だ
し
、
九
条
家
に
も
配
慮
し
、
判
決
文
た
る
院
宣
に
文
言
は
載

い
ん
ぜ
ん

せ
ぬ
ま
で
も
、
甘
露
寺
藤
長
に
対
し
て
九
条
家
に
「
家
礼
」
す
る
よ
う
仰

せ
ふ
く
め
よ
、
と
い
う
条
件
の
つ
い
た
勅
裁
で
あ
っ
た
。

身
分
上
位
者
の
「
権
威
」
と
、
相
伝
を
是
と
す
る
「
道
理
」
の
相
剋
。

「
道
理
」
を
是
と
す
る
も

「
権
威
」
に
も
配
慮
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

、

判
決
。
平
安
時
代
の
末
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
、
京
都
の
貴
族
社
会

が
抱
え
た
諸
矛
盾
が
、
和
田
荘
の
本
家
・
領
家
相
論
に
は
、
凝
縮
さ
れ
て

い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

一
方
、
戦
乱
の
影
響
を
う
け
、
昼
生

荘(

中
庄
町
・
下

昼
生
荘
の
相
論

ひ
る
お
の
し
よ
う

庄
町
等)

で
も
相
論
が
お
こ
っ
て
い
た
。
昼
生
荘
が
鎌
倉
時
代
の
末
ま
で

に
中
御
門
家
領
と
な
っ
た
こ
と
は
、
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る(

第
六
章

第
三
節
第
一
項
を
参
照)

。
そ
の
後
、
建
武
四
年(
一
三
三
七)

八
月
、
中

御
門
冬
定
は
、
昼
生
中
・
下
荘
を
子
息
宗
重
に
譲
与
す
る
。
こ
の
と
き
冬

ふ
ゆ
さ
だ

む
ね
し
げ

定
は
、
宗
重
の
死
後
は
冬
家(

の
ち
宗
泰
と
改
名)

に
譲
与
す
る
よ
う
、
書

ふ
ゆ
い
え

む
ね
や
す

き
置
い
て
い
る
。
冬
定
の
死
は
、
同
年
八
月
十
七
日
で
あ
っ
た
。

興
国
五
年
・
康
永
三
年(

一
三
四
四)

三
月
、
伊
勢
国
守
護
仁
木
義
長
が

昼
生
中
荘
の
相
論
を
う
け

中
御
門
宗
重
の
相
伝
の
次
第
と

榊

原
道
恵

、

、
さ
か
き
ば
ら
ど
う

え

が
拝
領
し
た
所
領
が
地
頭
職
か
否
か
に
つ
い
て
調
査
す
る
よ
う
命
令
し
て

じ

と
う
し
き

い
る(

「
東
山
御
文
庫
記
録
」
甲
六
八)

。
興
国
三
年
・
康
永
元
年(

一
三

四
二)

八
月
以
降
に
、
仁
木
義
長
が
志
摩
国
ま
で
進
軍
し
、
伊
勢
国
が
幕

府
方
に
ほ
ぼ
制
圧
さ
れ
た
の
を
う
け
、
所
領
支
配
の
回
復
が
企
図
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。

や
や
下
っ
て
正
平
十
二
年
・
延
文
二
年(

一
三
五
七)

八
月
、
足
利
尊
氏

が
、
昼
生
中
・
下
荘
の
半
済
下
地
を
前
参
議
中
御
門
宗
重
へ
引
き
渡
す
よ

う
、
伊
勢
国
守
護
仁
木
義
長
に
命
じ
て
い
る(

史

)

。
こ
れ
も
ま
た
、
北

614

伊
勢
に
お
け
る
北
朝
方
勢
力
の
回
復
と
関
係
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る(

本

章
第
一
節
第
二
項
を
参
照)

。

京
都
の
北
朝
に
身
を
置
く
貴
族
に
よ
る
荘
園
支
配
は
、
戦
況
に
左
右
さ

れ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
と
え
、
伊
勢
国
の
戦
線
が
南
進
し
た
と
し
て
も
、

そ
の
支
配
は
、
室
町
幕
府
勢
力
の
支
援
を
う
け
る
こ
と
な
し
に
、
回
復
す
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る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。


